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事務局（雨谷） 皆様こんにちは。定刻より少し前でございますけども、委員の

皆様お揃いでございますので始めさせていただきます。 
本日はお忙しいところ、また非常に暑い中お集まりいただきま

してありがとうございました。  
ただいまより令和６年度第２回史跡陸軍板橋火薬製造所跡整備

専門委員会を開会いたします。  
申し遅れました私、教育委員会事務局史跡公園担当課長をして

おります雨谷と申します。よろしくお願いいたします。  
早速でございますが本日ご出席の委員の皆様をご紹介いたしま

す。 
初めに波多野純委員長でございます。鈴木淳副委員長でござい

ます。鈴木一義委員でございます。小野良平委員でございます。

斉藤博委員でございます。大森整委員でございます。槌田博文委

員でございます。三輪紫都香委員でございます。 
なお本日はオブザーバーといたしまして東京都教育庁地域教育

支援部管理課平田健様にもご参加いただいております。また文化

庁文化資源活用課、小野友記子文化財調査官が本日ＺＯＯＭにて

ご参加いただいております。 
さらに史跡整備にご協力いただいております文化財保存計画協

会の矢野社長様、それから木下様、甲斐様にもご参加いただいて

おります。 
それでは早速本日の資料の確認をいたします。お手元の資料を

ご覧いただきたいと思います。  
資料１ 令和６年度第１回専門委員会の審議概要。  
資料２ 二段階整備の提案。 
資料３―１ 史跡整備検討体制について。  
資料３―２ 史跡陸軍板橋火薬製造場跡整備専門委員会設置要

綱。 
資料４－１ 史跡公園工事概要。  
資料４－２樹木伐採、剪定図。  
資料５ 遺構・建造物整備検討案。  
資料６ ガイダンス施設の設置について。  
資料７ 産業ミュージアムの整備について。  
資料８ 資料調査報告。 
以上でございます。 
なお参考資料１から４、６月２８日に波多野委員長、文化財保

存計画協会さんに見ていただきました建造物のレポートが机上に

配布してございます。過不足等がございましたら、後ろに事務局

控えておりますのでお申しいただければと思います。  
また、本日会議録作成のため議事の内容を録音させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。  
それではこれからの進行につきましては波多野委員長にお願い

したいと存じます。 
よろしくお願いいたします。 

波多野委員長 今日４時までということで、次の予定がおありの方がおられま

すので、きちんと終わるように努力をしたいと思います。  
途中で５分間ほど休憩をどこかで取れたらと思っています。 
それでは早速始めます。最初が資料の１番、前回委員会の振り

返りです。よろしくお願いします。  

事務局（品田） それでは議事の１番、前回委員会の振り返りについてご説明い

たします。資料１番を使ってご説明させていただきますのでご用

意いただきたいと思います。 
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それでは前回会議の振り返りということで、議題がトータルで

四つほど、それから文化庁小野調査官からの指摘事項についても

ご説明させていただきたいと思います。  
まず一つ目前回会議の振り返りで、前々回の会議で展示方針に

ついてお話をさせていただきました。展示方針について博物館的

な施設でないと実物資料を展示できないので、建物の改変を併せ

て検討する必要がある、というような振り返りの文章になってい

ましたがそうではなく、建物の改変ありきで展示を考えるのでは

なく、建物の現状を考えると展示に限界があるととらえるべきで

あるというご指摘がございました。  
まさにこの通りでございまして、今後の検討についてもこうい

う形で進めさせていただきます。 

二つ目の議題でございます。令和６年度史跡整備スケジュー

ル、令和７年度以降の史跡整備について、スケジュールの説明を

させていただきました。 
ご意見としましては、スケジュールにおける各内容に関して専

門委員会がどこまで関与するのかが見えないことが懸念される。

別々の委員会で検討されるのであればどこが事業全体をコント

ロールするのかをはっきりさせて欲しい。二つ目で公園整備の前

提として文化財があるので優先順位をよく考えて欲しい。 
スケジュール及び委員会がどこまで整備に関与するのかという

点については、本日の議題の三番目で改めてご説明をいたいと考

えております。 
続きまして議題の三つ目、遺構・建造物の整備について。意見

は５つございまして、復元検討については、史跡の価値の理解に

繋がるか、きちんとした資料があるかが重要なので、復元をする

のであればきちんと説明を入れる必要がある。二つ目で今後の整

備検討に向け昭和２０年当時の地表面の確定が必要であろう。三

つ目で人が通行するような部分については、露出展示をするとき

に毀損の恐れがあることから保護するという考え方もある。四つ

目で検討項目の中で内部公開に向けた整備検討というより、公開

に向けた整備方針の検討とした方がよいというご意見をいただい

ております。最後に、野口研の部分は昭和２０年代を目指し、理

研の部分は宇宙線研究の時代を目指しながらも、資料が残ってい

ない部分は復元的整備ができないと思う。ただし遺構の保全とい

う観点での整備はやむを得ないと思うというご意見がございまし

た。 
二つ目の議題の史跡整備に関する考え方において波多野先生の

ご意見をいただいておりますので、後ほど 2 番のところで、遺構

建造物整備についてはご説明の方を進めさせていただきたいと思

います。 
 続きまして４番ガイダンス施設の展示整備について、ガイダン

スだけでは指摘の面白さを伝えるのは難しい。未来に繋がるとこ

ろを見せられないのではないか。二つ目、学芸研究においてはシ

ステムの継承が重要で、それにはガイダンスでの展示構築が重要

である。三つ目、展示整備は初めからＤＸ技術を活用する方法を

研究したほうがよい。四つ目、ガイダンスと産業ミュージアムを

セットにして何を出していくのかが重要なので、トータルで検討

していかないといけないと思う。最後にガイダンスと産業ビジョ

ンの概念についてきちんと定義づけした上で議論した方が良い。

こういったご意見をいただいております。  
今回の会議で、６番目の議題になりますが展示整備方針につい
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て、ガイダンス、それから産業ミュージアムそれぞれの概念につ

いてお話をさせていただきます。ガイダンスではこういうことを

やる、産業ミュージアムではこういうことをやるといった内容を

６番目の議題でご説明させていただきたいと思います。  
最後５番目の議題で文化庁の指摘事項は三つございました。 

まず一つ目の樹木整備についてで、危険木伐採について、史跡

の毀損を起こす可能性あるものについては計画的に整備してもら

いたいが、ランドスケープ整備の中で行う樹木整備とは事業趣旨

が変わることを留意して欲しいというご意見をいただいておりま

す。二つ目のスケジュールについて、令和１０年・１１年にすべ

ての施工工事がスケジュールされているが、おそらくこれは同時

に施工できるものではないのできちんと実現可能性を基に検討し

直して欲しい。最後にガイダンスにおける調査研究機能につい

て、史跡公園をただ管理するだけの機能しか持たないのであれ

ば、調査研究機能を持たせるのは難しいが、調査研究の結果を展

示等にフィードバックするためにこの機能を持たせるということ

であれば、その機能を考える余地はあるというご意見をいただい

ております。 
この件につきましては後程ガイダンス施設整備の中で、調査研

究機能について言及していますので、後程皆様にはこの内容につ

いてご説明をさせていただきたいと思います。 
以上が前回の専門委員会の審議概要でございました。  

波多野委員長 はい。ありがとうございます。  
このあたりで何か質問ご意見等おありでしょうか。 
具体的な内容に入ってよろしゅうございますか。施設整備に関

する考え方について、お願いします。 

事務局（品田） 続きまして議題２で、史跡整備に関する考え方について、資料

２を使ってご説明をいたします。  
前回の会議の中で、史跡の遺構・建造物の復元整備、それから

改変部分の除去などについて皆様からいろいろなご意見をいただ

いたところでございますが、現状は調査結果をもとに復元できる

ところが少ない。そう言いながら修景についてはその設定年代に

復元しなければならないのではないかという点で事務局としては

大変悩ましい問題であったところで、波多野先生から二段階整備

の提案がございました。 
今回波多野先生の方から、二段階整備の提案についてご説明を

いただきたいと思います。ご説明をいただいた後に事務局の考え

方をお伝えしたいと思っております。  
波多野先生、よろしくお願いします。  

波多野委員長 前回までの会議で何が決まって何が決まってないのかよくわか

らないというご意見を度々いただいています。これはもちろん私

の会議の進行が下手だということもあるのですけれど、実は中身

の問題として、このように考えれば話は少し整理できるのではな

いか。つまりこの史跡に関してその第一段階、つまり保存継承と

いうところに絞った議論、それから今後に向けた復元整備という

議論が時々ごちゃごちゃになって、いろいろな不安が出てきてい

るのではないかという理解をしています。 
ここで一番のＡに、文化財保護を基本とするとともに、国史跡

陸軍火薬製造所跡というところに正確にターゲットを絞って、次

世代に継承することをしっかりやろうというのが第一段階で、た

だもう長いこと議論しているように、加賀藩下屋敷から陸軍火薬

研究所或いは理化学研究所というところまでの複合遺跡としての
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価値を忘れるつもりはないし、それがいろいろな形で復元されな

いと理解されないということも１００パーセントわかっています

ので、これはＢの部分をきちんとやろうという約束をしながら、

Ａを進めるかという議論だと考えています。文化庁のご意見を踏

まえるとまさにＡのところをきちんとして欲しい、Ｂは区として

きちんと進めることについては構わないけれど、そのときには補

助金の対象外であるということが示されていると私は理解してい

ます。ですので、Ａをきちんとやること、Ｂは可能なところから

実現させていくという二段階の議論を意識して行っていくべきだ

というふうに考えました。 
そこで次に２番のところに、保存継承は簡単ではないというこ

とを書きました。というのは、歴史的な建築は割合質のいい建築

の場合には、あまり手を加えなくても何とか次世代に継承できる

ので、日本の場合は木造建築であれば２００年にいっぺんの修理

とそれから定期的な２０年にいっぺんの修理をきちんとやってい

けばいいのですけれど、こういう近代建築でしかもはっきり言え

ば建築の質があまり良くない、コンクリートからすべてを含めて

質の良くない建築、つまりこれはそっとしておけば残るのではな

くて、そっとしておくと崩壊するという危険があるということを

意識すると実は単純に保存整備、保存を基本とするといってもそ

んなに簡単ではないので、これはある部分現状改変を含みますの

で皆さんときちんと議論しておかなければ成立しないというよう

に、割合簡単ではないということ意識したいと思います。  
前回の会議の前に加温貯蔵室などを丁寧に見たつもりです。そ

うすると屋根にすでに草が生えてついには樹木が生えている。そ
れが防水層を破ったりして、これからどんどん屋根スラブが壊れ

る。また鉄製の扉部はどんどん錆びていってすでに骨になりだし

ている。この辺をどうするかをきちんとしなければいけない。し

かも実は後で作られた、野口研究所になった後でつけられたこと

がはっきりしているシャッターがあります。ただ、取ればいいの

かと言うと、取った後で前に何がついていたかはわからない。こ

の辺の問題を整理していくとかなり大変な問題になるだろう。だ

からこれから重い課題を皆さんで解決していただかないといけな

い。その次の段階として、ではこの加温貯蔵室は何をしていた場

所なのだろうかだとか、その機能を説明するために内部はどう公

開すべきだというのは、当然しなければいけない宿題として残っ

ているけど、今できないからといって保存を後回しにするわけは

いかないと考えています。 
それを少しご理解いただいて、そのためには例えば発掘調査は

きちんとやらなければならないだとか、その辺も含めて仕分けし

ながら議論をすることで、しかもＢの部分を、これまでの議論を

踏まえてきちんと担保するという約束のもとで、Ａの議論をきち

んとまずはするとご理解いただくのが、話をこれから進めていく

方法であると理解いたしました。  
ぜひ皆さんのご意見を伺いたいと思います。 

その前に区の意見があります。  

事務局（品田） ありがとうございました。 
これまで委員会の中では、現状維持をしていくための議論とい

うよりはむしろ復元であるとか、歴史的背景のところに基づいて

最終形はどうしていくのかという議論を、いわゆるＢの方を中心

にお話の方を以前からしていたところでございますが、なかなか
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現時点で機能がわからない、それから復元に値するような資料も

あまり見当たらないというところで、先ほど先生もおっしゃられ

た通り、復元に値するような資料が全く今のところ残っていない

ところから、後年の改変部分を除去したところで正しいものが復

元できるかどうかというのが、現在困難な状況になっています。 
ですので、まずはこのＡの現状維持をきちんとしていくためど

うしたらいいのかというところをまず議論をしたうえで、ただそ

うは言っても復元整備に向けた努力は未来永劫していくべき必要

があり、その点は学芸員が資料調査や類似事例の調査をはきちん

と行っております。特に理化学研究所の部分については、かなり

の部分がわかってきているという状況もございますので、このＢ

に向けた整備に関する検討は、未来永劫きちんと続けていく。  
現状としては現状維持するといったところに軸足を置いた形で

こちらの委員会を進めさせていただきたいというのが区の意向で

ございまして、それについては波多野先生の提案で、区の方もぜ

ひこういう形でやっていきたいと考えております。 

波多野委員長 まさにちょっと重たい話なので、どうぞ皆さん、ご意見等お聞

かせいただければと思います。  

小野委員 結論としての進め方には異論はないです。ただその前提として

説明されたもの、ＡとＢについてなんですけど、先ほど品田さん

のご説明だと、私たちは今このＢの方向で考えていると、そのＢ

というのは、例えばキーワードで復元的に整備するというように

ご説明されたと思うのですけども、かつての保存活用計画でも復

元するとは決して言っていなくて、基本は現状維持して保存して

いくと、可能性があるものについては復元のことも検討していく

としかいってないので、この委員会全体が復元を目指していくと

いうふうに言われると少なくとも私はそうは思わないので、復元

の話はこれからもいろいろと議論をしていくべきものだと思って

いるのですけども、今このＢが前提だということについてはちょ

っと疑問を感じました。 
ただ、このＡというか、まずはきちんと保存をしてその価値を

伝えるという、それでできることもいろいろもちろんあると思う

ので、それをこれまでもＡかＢというよりＡとＢの間の落としど

ころを検討してきたのがこの委員会だと思うのですけども。引き

続き、基本は保存するという前提で、その価値を伝える手だてを

考えつつ、可能性でいえば復元の可能性も考えるということなの

で、大きく何かが変わったようにはちょっと私には理解できなか

ったのですけれど。 

事務局（品田） ちょっと私も言葉足らずで申しわけなかったところがあります

が、確かにＡとＢのちょうど中間の落としどころを探してきたと

いうのはまさにその通りでございまして。ただしＢの方に触れる

ような、復元までどうしようかという議論は確かに、若干そのシ

ャッターを外すかどうかの話もあったと思うのですけれども、Ｂ

の方の議論を若干入りつつ、Ａは前提としてやっていくというの

は当然だろうというところで、どちらかというと個人的にはＢの

方の議論の方が、例えば対象年代の設定などというのはおそらく

Ｂの方に入ってくると思いますので、Ｂの方の議論が若干多かっ

たという印象は持っているというところでございます。ただ委員

会の中ではやはりＡもやるし、Ｂを目指した努力もしていこうと

いうところは、今小野先生からもご了解いただいたというところ

ではあると思いますので、今後はまずＡをいかにやっていくのか
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というのをきちんと事務局として皆さんにお出しをしたいと思い

ます。Ｂについては今後何らかの資料が出てきた場合、何らかの

復元の材料が出てきた場合、丁寧に皆様に説明をしつつ議論を進

めていきたいと思っておりますので、ちょっと言葉足らずで大変

申し訳なかったのですが復元を前提としたお話ではなくＢの方に

ちょっと軸足を事務局として置いていたという発言でございまし

た。 

波多野委員長 こんなところで時間かかってはいけないのですけど、少し脇道

にそれた話をさせてください。建具や窓の問題です。これはよく

わかってきたっていうかこれから調べなきゃいけないのですけれ

ど、理化学研究所の古い建物などは、スチール製のサッシであっ

たものが戦争中に多分供出によって失われ、その時に木製の建具

に変わって、そのあとで気密性が悪いから理化学研究所でアルミ

サッシに変えたということはもうすでにお話をしました。ところ

がこのあと議論になりますが、２階建ての鉄筋コンクリートの、

野口研にある燃焼実験室、あそこは今スチールサッシとアルミサ

ッシの混合なのです。つまり古いものはスチールサッシで新しい

ものはアルミサッシに変えている。そのように信じてきたのです

が、あの建物自身が昭和１８年とか１９年とかそのぐらいの建物

なので、実はスチールサッシの前に木製建具が入っていたことが

写真でわかりました。そうすると、そのまま戦中の資材の苦しい

時期には、鉄筋コンクリートの建物に木製建具という組み合わせ

で、かなりこれは珍しい例だと思うのですけれどスタートして、

それが後で昭和４０年頃だと思うのですけど、スチールサッシに

変わって、そのスチールサッシの雨漏りが激しくて、コーキング

がたくさんしてあったのですけどアルミサッシに変わる。そこで

その木製の建具はどんな形をしていたのだろうかという事につい

ては一つの写真があること、それから爆薬製造実験室のところで

木製建具が残っています。これが辷り（すべり）出し窓という形

式で、これがかなり戦後は使われる形式なのだけど、戦時中に作

られたと考えました。  
そのように考えると、建築のそういう細部の歴史だけ見ても、

なぜ日本が資材の苦しい時にどういう代替で物を作っていたとい

うことがよくわかる、面白い遺跡だというふうに、つまり歴史的

に建築として魅力的な価値のある建物とは違っても、ある歴史の

証人としてすごく意味があるのだということが大分理解できるよ

うに最近なってきた、恥ずかしい話なのですけど。こんなわけで

すので、現状維持も丁寧に考えていければいいというふうに考え

ています。 

東京都平田 資料の３－２に委員会の設置要綱があるのですが、設置要綱の

第２条をご覧いただくと、保存と活用に関する事項ということ、

それから整備に関する事項ということ、その他必要と認められる

事項がこの委員会の所掌であると書いてありますので、基本的に

波多野先生のＡとＢという部分については、これとの整合性が取

れていると思います。  
その上で、先走った議論になってしまうかもしれませんが、令

和１１年には整備して、公園が開園するというスケジュールだっ

たと思うのですが。その下にＢの部分、復元は資料が出揃ってか

らやっていくとなると、令和１１年にどんな姿になるのか、イ

メージがつきません。それからやり続けるとすると、この委員会

は永遠にやり続けるのか、事務局としてどのように考えているの

かをご説明いただきたいと思います。 
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事務局（品田） 現段階で１１年にオープンする際の形を、今まさにこの委員会

で検討しているところだと思いますので、遺構・建造物について

は、現時点で判断できる、復元が可能であるのであれば復元をす

る方向に進むと思いますが、現状で機能であったり、復元をする

ための資料であったり、例えば復元が史跡の理解に効果的である

といったところがきちんと満たされてないものについては、基本

的に波多野先生の資料で言うところのＡの部分、現状維持、現状

をきちんと未来まで残していくという整備。これが１１年の形に

なると思います。 
委員会の継続でございますが、後程ガイダンス施設の調査研究

機能のところでもお話をさせていただこうと思っていますが、史

跡指定地の中の機能であるとか、建物の使用方法、こういったも

のは、ほとんどわかっていないということが現状でございます。  
理化学研究所の使用方法については、理化学研究所の皆さんの

おかげで理解ができていますが、火薬製造所としての機能はいま

だわかっていないところが大部分でございますので、これについ

ては、エリアの中にきちんと研究センターを設けて、復元等に値

するような資料の調査は継続的にやっていきたいと考えておりま

す。 
ただそこに委員会としてどう関わるか、何年後にその資料が出

てくるかということもわからないところがございますので、そう

いった研究センターというのは史跡の機能として設けていきたい

と考えております。 

波多野委員長 自分で話を混乱させてはいけないのですけれど、令和１１年ぐ

らいにオープンした時に、ほとんど姿は変わらないけど何とか維

持できる状況というのは確かに想定されるのですけど、でも来た

人が火薬製造所とは何ですか、火薬研究所って何ですかと聞かれ

て何も答えられないのでは、それは例えば展示で頑張っているの

だとか、ここまでわかったら誠実な展示、つまりわからないこと

はこれからの課題でこう調べたいのだというところまでを提示す

るような工夫をこれからしていくべきだと考えています。 

槌田委員 ちょっと確認させていただきたいのですけれど、この陸軍火薬

製造所跡というのはどの範囲を示すのかちょっとわからなくなっ

た。理化学研究所跡は含まないのでしょうか。 

事務局（品田） 基本的にはすべて含みます。 
加賀公園部分、それから旧野口研究所部分、それから川を挟ん

だ逆側の旧理化学研究所も、史跡の範囲内になります。  

槌田委員 ということは、今までずっと論議してきた全体のエリア、あれをこ

の陸軍火薬製造所跡と呼んでいるということでよろしいでしょうか。 

事務局（品田） おっしゃる通りでございます。  

槌田委員 はい。ありがとうございます。  

波多野委員長 今の質問は難しい質問を出されたという事はわかっています。

それでは家政大学は違うのかという質問がされたときに、関連エ

リアであることは間違いないので、品田さんの答えは正確にとら

えると国史跡指定地として線引きされた範囲と、それから内容と

して広がりのあるエリアはやっぱりあるのだということですね。  

事務局（品田） 確かに今後追加指定を目指していく白洋舍の変電室もまさに当

時の陸軍火薬製造所の一部ですし、先生のおっしゃられた家政大

学の中の建物３棟もそうです。それから愛誠病院の中にも、おそ

らく七、八棟ぐらいはまだ残っていると思いますが、これもいわ

ゆる当時の建物が残っている。ということであればあの周辺の一
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帯はかなり大きなエリアで、当時の遺構が残っている部分でござ

います。 
今後はそれも含めて、どうやって整備していくのかというのは

まさに史跡の整備を超えたエリアをどうしていくか、そのエリア

を火薬製造所としてどう表現していくのかというのは、今後我々

の課題になってくると思います。  
検討委員会の中でも、考え方について皆様とご協議していきた

いと考えておりますのでよろしくお願いします。 

波多野委員長 何か自分で拡散させているようですみません。 

鈴木一義委員 基本的な考え方については異論ございませんが、言葉の使い方

といいますか、先生のお考えのＢのところで復原と書いてありま

すが、元に戻すという元と、原もあるのですけれども、私の認識

では元に戻す場合はなくなったものを元に戻す。この原を使った

場合には初期の作られた当時に戻すというような意味合いが非常

に強い言葉だと思うので、技術の発展を考える場合には初期に作

られたものからどんどん改良されていて最終的なものになるとい

う概念から考えると、その初期に戻すことが必ずしもいいことで

はないので、Ｂに使う場合のこの原というのをどういうイメージ

でとらえるのかというところは、元に戻すという意味でとらえる

のだとすると必ずしもこれが正解ではないので、この原よりは元

の方を使った方が、必ずしも初期に戻すということではないとい

う意味で正しいのかなと思います。これは言葉の定義の問題もあ

って、この原を使うとそういうふうに見てしまう部分もあるのか

なということで、先生のお考えをお聞きしたいなと思うのですけ

どいかがでしょう。 

波多野委員長 業界の問題というと下品な言い方になりますけれど、広辞苑で

は元の次に原が出てくる、新聞用語などのいろんな手引きでは元

だというところがあるので。実は文化庁の建造物課は原を使い、

それ以外は元を使うという記載がありました。そんなことを認識

していて、私自身は根拠をきちんとさせて、復元していくという

作業の時には原を使い、台風で屋根が飛んでしまった、それを元

の姿に戻すというだけの問題の時には元を使うというように使い

分けをしています。 
ただ、今は完全に元が主流で、原は下手したら誤植ではないか

と言われるぐらい弱気にはなっています。  

小野委員 私もフクゲンの言葉の意味は一義先生と同じ理解なので、今回

の例でいうと、元の方はもうなくなってしまっているものを新た

に作り直すというのが元で、今残っているのだけどもそれを元の

姿に戻すというのは原であると理解しておりまして、今回のケー

スで言うと元に相当するのは、例えば軌道敷ですね。あれを復活

させようというのは、冒頭の方の復元だと思うのですけども、こ

の建物のシャッターの問題は原の方であると理解していたのです

が。 

今のことからも、そもそもまだ共有はされてないという事で、

まずそこから言葉の意味を決めていく必要があると感じました。 

波多野委員長 私としては自分の要望として使いたいという気持ちがあるので

すけど、ただ今は一般のものとしてはすべてを含めて、元になる

のが現状だと思います。 

文化庁小野調査官 今資料２に基づきご説明と議論を拝聴いたしまして、２点再度

の確認というか、先生のお話をお聞きした上で申し上げたいこと

がありまして発言を行いました。  
先生が資料２におきまして非常にわかりやすくＡとＢに分けて
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いただいてその整備へのあたり方を教えていただいたと理解をし

ております。ありがとうございます。これはいわゆる史跡整備に

おいては、Ａというフェーズは文化財の保存の局面と理解できま

す。一方、Ｂのフェーズというのは公開活用に係る局面に入りま

す。文化財保護というのはＡでいう保存と、それからＢである公

開活用を、きちんと両輪がかみ合う形で行っていく技術が史跡整

備であるというように文化庁では定義をさせていただいておりま

すので、ＡかＢかという組み立て整備ではなく、ＡとＢという整

備を史跡内でも続けなければいけない。ただ、Ａで何をやって、

Ｂで何をやっていくのかということについて、きちんと何のため

にやるのかということがそれぞれの立脚点というか目的というの

が分かったうえで行っていくということが必要だと思いますの

で、先生のご定義の通りＡでありＢであるという整備をお願いし

たいと思います。 

一方でＢのところで非常にいい言葉があって、史跡の価値を広

範に捉え愛される史跡を目指すという、公開活用への大きな目的

というものが表示されているのですけども、これがすなわちイ

コールすべてが復元整備をしなければ達することができないのだ

ということではなくて、この中の一部にその復元という手法が選

択されて、実際に選択しなければいけないという場面が出てくる

ということは予想できるのですけど、Ｂはすべて１００％復元だ

ということではおそらくないと思うのです。なので、他の整備を

選択してこのＢの目的が達成できることがあるのかないのかとい

ったようなことも、今後の委員会で整備の手法を具体化される際

に、ご検討をいただきたいと思います。 

ただこの史跡においては、今追加指定等々もお考えになってい

るという事務局のご説明もありましたが、当該史跡における史跡

指定地というのは実際の火薬製造所の確か２％程度であったとい

うように聞いております。その場合、実際にこの指定地だけが火

薬製造所だったのだっていう理解では当然なく、全体の２％だけ

はこのようにして保存はできたのだけれども、本来当時は、その

残りの９８％も含めて非常に大規模な火薬製造所だったのだとい

うことを理解していただいて、その９８％のところにある遺跡に

繋がるようなものというのを大切にしていこうというような機運

を高めるというのもここで求められてくる働きだと思います。 

ですのでそういったところで、Ｂに紐づいていければいいのか

なと思うところです。  

東京都平田 復原の話ですが私も二つに分けて、今までの先生方がお話しい

ただいたような整理で理解しております。他方で先ほどの資料

３―２の設置要綱のところでは復元的では元の方を使っていると

いうこともあり、整合性が取れていない点を指摘される可能性も

あるので、もし「原」を使うのであればもう少し言葉として追加

しておく必要があると思います。  

事務局（品田） 今年度策定中の設計方針の中では、この復元という言葉はきち

んと使い分けて、言葉の定義をまずした上で、きちんと方針を作

っていきたいと考えておりますので、これについては皆様の方に

もきちんとこういう定義で行っているのだというものを見せしな

がら最終的に作成をしたいと思っております。  
基本的には一義先生、小野先生、平田さんがおっしゃられたよ

うな内容になると思いますので、そういった方向で事務局として

は作っていきたいと思っております。  
それから小野調査官がおっしゃられたＡとＢについてのお話で
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ございます。Ａについては保存でＢについては公開活用でまさに

その区分けなのかなと思います。Ｂにつきましては一方的にその

復元だけが史跡の理解に繋がるものではないというところはまさ

にその通りでございまして、波多野先生にもお書きいただいてい

ますが資料２の裏面の５番、展示が復元を牽引するというところ

で、展示をしつつ史跡の理解を深める。その展示に向けた調査研

究の中で、資料調査等々の中で、復元に資するものが出てきた場

合にはきちんと復元工事を行っていく内容で波多野先生もお書き

いただいています。 

事務局としてもまさにその通りでございまして、現状維持とし

ての保存をしつつ、Ｂの方も併せて検討していく。両輪でやって

いくところで委員会を運営させていただきたいと思っておりま

す。 

波多野委員長 大分煮詰まったような気がしますが、いかがでしょう。よろし

ゅうございますか。 
そしたら次に、３番の史跡整備検討体制について進ませてくだ

さい。 

事務局（品田） 一つ言い忘れたところがありました。資料２に基づきまして今

後、本日は５番目の遺構建造物整備についてという議題があるの

ですが、こちらの方はこの内容を根拠として進めさせていただき

たいと思います。このことについて皆さんのご了解をいただけれ

ばと思います。 
また、前回加温貯蔵室や常温貯蔵室のお話をさせていただきま

したが、これらについて今回どういった形にするのか結論をお出

しするところだったと思いますが、この資料２の、波多野先生の

提案を受けた上で結論に進ませていただきたいと思いますので、

今回５番目の遺構建造物の内容と、前回の部分につきまして次回

の会議でまとめて皆様にご提示させていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。  
それでは続きまして３番目の史跡整備検討体制についてで、資

料３－１と３－２を使ってご説明をさせていただきます。  
前回の会議の中で、史跡整備に関する委員会としての関与体制

がわかりづらいというご意見をいただきましたので、令和６年度

以降の整備スケジュールに合わせ、史跡整備の検討体制をもう一

度ここで確認をさせていただきたいと考えております。  
整備につきましては遺構建造物整備、それからランドスケープ

整備、それから展示整備、それからその他整備の４項目に分けて

整備の検討体制を提示したいと考えております。次にスケジュー

ルが出て参りますが、太文字で書かれている部分につきまして

は、整備専門委員会の中で協議、指導、承認をいただくところに

なります。それ以外につきまして、通常の細字で書かれているも

のにつきましては、特にこちらではそういった協議承認等を行わ

ず進捗報告、意見聴取を行うというような形で進めさせていただ

こうと思っております。 
それでは各整備の内容についてご説明をさせていただきます。  
まず一つ目遺構建造物整備でございます。  
躯体整備、保存修理二つに分けてスケジュールを書かせていた

だいておりますが、この内容につきましては、すべてのフェーズ

で委員会の協議、指導、承認を行う部分としていきたいと思って

おります。躯体整備は今年度、現状で基本方針を策定しておりま

す。今日お越しいただいています文化財保存計画協会さんにご協

力いただいて作っていきます。その後来年以降で基本設計、実施
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設計、整備工事と進みますが、すべてのフェーズで委員会のご意

見、協議、指導、承認をいただきます。それから保存修理の部分

でございますが今年度緊急工事を行います。７年度８年度、基本

設計、実施設計と入っております。後程ご説明いたしますが、今

回できなかった部分につきましては、整備工事と合わせて保存工

事を行っていく予定でございますので、皆様のご意見、協議、指

導、承認をいただくところになるかと思います。  
続きましてランドスケープ整備です。公園内、公園外を分けて

検討を進めております。公園外につきましては今年度、基本方針

を策定します。来年がデザイン計画、デザイン計画といっても通

常の公園の整備基本計画に該当する部分になります。こちらを令

和７年度策定した後で、基本設計、実施設計、整備工事と進ませ

ていただきます。公園内につきましても、すべてこの委員会での

協議、指導、承認をお願いすることになります。 
公園外につきましては近隣の公共施設、例えば石神井川緑道の

部分、石神井川緑道は、史跡とほぼ不可分一体のものとなります

ので、若干皆様のご意見をいただくようなところがあるかと思い

ますが、他にも周辺の公共施設や板橋駅からの動線であるとか、

十条の方からの動線であるとか、公園の外の整備について史跡公

園を中心としたデザインやテーマで、その周辺を整備するという

考え方がございますので、どういった整備を行っていくのかとい

う構想は令和７年度に、区で策定をさせていただきたいと思いま

す。周辺整備につきましては、史跡整備と一緒にやるものではな

く、都市整備が実施をする内容になりますので、一応未定という

ところで令和８年度以降の網掛けをさせていただいております。 
続きまして展示整備になります。展示公開は三つに分けて進め

させていただいております。まず一つ目はガイダンス施設、もう

一つは産業ミュージアム、それから最後にデジタル展示、この三

つを展示整備として進めさせていただいていますが、まずガイダ

ンス施設は今年度、基本方針を策定いたします。その後７年８年

外部の検討を経まして、９年から基本設計、実施設計、整備工事

とする予定になっております。基本方針や公募は委託業者の公募

になりますので、委員会としては特に審議や承認をいただくよう

なところではないと思いますが、基本方針や設計の内容は、皆様

のご意見を伺いながらすべきものだと思いますので、委員会で議

論を進めさせていただきたいと思っております。 
それから産業ミュージアムでございます。これは後程お話があ

りますが、区の組織の問題で大変申し訳ありませんが産業ミュー

ジアムは産業経済部に検討のスキームが移行したというところに

なりますので、産業ミュージアムは別途委員会を設けて、整備検

討を進めさせていただきたいと思っております。もちろん産業ミ

ュージアムの検討は、今までの委員会での議論が前提になると思

いますので、産業ミュージアムの検討の委員になっていただく先

生もいらっしゃるかと思いますが、それは別途皆様にご依頼をさ

せていただきたいと思っております。産業ミュージアムのスケジ

ュールは７年に基本構想、基本計画を作りまして、その後、業者

の公募を行った上で設計工事、ガイダンス整備と同じスキームに

なります。 
それから三つ目デジタル展示でございます。今年度からすでに

展示方針を検討しているところでございますが、史跡のオープン

がどうしても令和１１年になってしまうので、史跡自体の区民に

対する理解を深めるっていうのと、事前に展示できるところは展
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示をしていこうというところで、ウェブ上で史跡を理解してもら

えるようなデジタルミュージアムを作っていきたいと考えており

ます。これにつきましては令和７年から９年でコンテンツの作成

を進めていきたいと思っておりまして、来年度は現在２５個の史

跡の本質的価値を有する遺構建造物がありますのでこれをデジタ

ル化してウェブ上で展示をしていくとか、これまで３回にわたっ

て行った工都展の内容をデジタルミュージアムの中で展示をして

いくとか、そういったところを進めさせていただきたいと思いま

す。デジタル展示は細字になっておりますが、構築するプラット

フォームにつきまして、次回以降の会議の中で皆様にはきちんと

説明をさせていただいて、そのプラットフォームが果たして妥当

なのかどうかについて議論をさせていただきたいと思っておりま

す。作成したコンテンツにつきましては、９年で終わりというこ

とではなく史跡公園のガイダンス等がオープンした後も引き続き

継続的に内容の更新を行っていきたいと思っております。前回の

会議でも一義先生からＤＸは早めに展示をして、コンテンツを集

めることが非常に重要なことだと、資料収集というのはコンテン

ツ作成で重要なものだというご意見をいただいておりますので、

こういったところを皆様と理解を共有させていただきながら進め

ていこうと考えております。 
次にその他の整備で、民間活力導入、各種調査、現地作業がご

ざいます。民間活力導入につきましては史跡公園の中の管理の部

分になります。どのぐらい民間企業、民間の団体が公園の管理に

関与できるかを、令和７年にサウンディングをさせていただきま

して、応札するようなところがある可能性があれば、公募へ進め

ていきたいと考えております。ただこの民間活力の導入といって

も先ほど言いました調査研究はやはり主管である区がすべきもの

と判断しておりますので、そういったところで民間活力を導入す

るということはないかと、あくまでも史跡の管理の部分に該当す

るところであると思っております。 

それから各種調査になります。各種調査、現地作業につきまし

ては現状変更を伴うところ、それから将来的な整備に伴うところ

になりますので、皆様に協議、指導、承認をいただきながら進め

ていきたいと考えております。 

まず各種調査になります。令和７年度に射垜の発掘で、前々か

らこちらの方でもお話をさせていただきましたが、射垜を発掘し

て将来的なあり方を検討するようになります。それから二つ目の

資料調査は、アメリカの公文書館の調査を引き続き実施をしたい

と考えております。これまでは、板橋区の二造、板橋火薬製造所

を中心に、アメリカの公文書館の調査を行っておりますが、今後

火薬製造所は日本に分工場も含めて多くありますので、そういっ

た資料を集めるとか、あと板橋区の当時の資料であるとか、板橋

区をキーワードにするとか、こういった資料調査を行い、将来的

に展示で使えるような資料、コンテンツづくりにも役立つような

資料調査を行っていきたいと考えております。 
令和９年度の旧５１１号棟の調査ですが、これは理化学研究所

のＡ棟、現在プレハブの建物が建っていますがその下に当時、旧

５１１号があり、現在基礎部分だけが表面に露出しているところ

でございますが、Ａ棟が建てられているのでまだ平面図の作成な

ど調査を行っていない部分になります。令和８年に後程お話しま

すが、理研のＡ棟は基本的に解体の方向で進めたいと考えており

ますが、解体の後で平面図の作成、測量調査を行っていきたいと



令和６年７月１１日 

第２回 史跡陸軍板橋火薬製造所跡整備専門委員会 

 

１３ 

いうことで、令和９年に入れさせていただいております。 
現地作業というところが一番下の項目でございます。今年度来

年度で危険木の処理を行っていきたいと考えております。これは

前回会議で小野調査官からご指導いただいたところでもあります

が、危険木は早めに処理をしていくという方向性で進めていきた

いと思っております。令和９年に樹木整備、いわゆるランドス

ケープ整備にあたる樹木整備があります。これにつきましてはき

ちんと樹木整備の計画を作り行っていきたいと思っておりますの

で、令和６年度に方針立てを考えているところでございます。  
後程皆様にご説明をさせていただきますが、机上に陸軍火薬製

造所跡調査報告書という分厚い２００ページぐらいある冊子を置

かせていただいております。この中に樹木調査の内容を入れさせ

ていただいておりまして、どの樹木が枯死しているとか、どの樹

木が幹回りからすると古いのではないか、こういった以前した調

査の内容を入れさせていただいております。診断もしてあります

ので、これをもとに危険木の処理、それから樹木整備を進めてい

きたいと考えております。 
続きまして、各種整備における検討体制で、その他整備のペー

ジの一番下の２番になります。各種整備における検討体制につき

ましてはまず事務局、委託業者により方針の作成をした後、ワー

キンググループによる事務局案の検討、この中に現地調査も含め

検討を進めます。最後にワーキンググループ案につきまして整備

専門委員会で審議、承認というスキームで進めさせていただきた

いと思っております。 

裏面に参りまして３番目のワーキンググループの方に進みたい

と思います。ワーキンググループにつきましては、委員長、事務

局の方で委員構成を協議して、対象委員の事前了解をいただいた

後に、要綱第７条の規定により委員長の指名により組織をすると

いうことにさせていただきたいと思います。資料の３－２に設置

要綱がございますが、このうちの第７条の条文で専門部会という

項目がございます。これがいわゆるワーキンググループの内容に

なりまして、委員会においては専門事項に関し、調査検討の必要

があるときは専門部会を置くことができ、専門部会は委員長が指

名する委員をもって組織するという条文になっておりますので、

このスキームに基づきワーキンググループを設置させていただき

たいと思っております。 
現状のワーキングループの考え方ですが、概念図が下の方に出

ていますが先ほどの文面を図面化したものになりまして、遺構建

造物ワーキンググループ、ランドスケープワーキングループ、そ

れからガイダンスワーキングループ。載っておりませんがこの専

門委員会と並列の関係で産業ミュージアムの専門委員会があり、

その下にワーキンググループがあるというイメージになります。  
遺構建造物のワーキンググループにつきましては前回の会議で

もお話しましたけれども、波多野先生を中心にお願いをしたいと

思っておりまして、波多野先生及び文化財保存計画協会さんに協

力をいただきこのワーキングループを運営していきたいと考えて

おります。 
ランドスケープにつきましては、先だって小野先生とご協議を

させていただきまして、小野先生に事務局案についてご指導いた

だくというところで進めさせていきたいと思います。ワーキング

グループという形になるかは今後検討させていただきたいと思っ

ておりますが、ランドスケープにつきましては事務局、委託業者
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の作成内容をまず小野先生に見ていただきたいと考えておるとこ

ろでございます。 
ガイダンスにつきましては委員長とご相談させていただいて進

めさせていただきたいと思っております。 

波多野委員長 質問ご意見等おっしゃってください。  

鈴木一義委員 産業ミュージアムの整備なのですけれども、令和７年に産業ミ

ュージアムの設置目的の検討をミュージアム委員会でやるという

ことで、この委員会とは別に設置されるということなのですけど

も、旧火薬製造所、旧理研の建物としての整備は遺構建造物整備

のワーキングで行うということで、この辺の連携や調整、これは

デジタルミュージアムも基本的には先ほどの先生の中でいうとこ

とに対してＢの方の復元の議論が、デジタルミュージアムにもフ

ィードバックされていくことになるかと思うのですけども、そう

いう中に、この委員会の中に出てこないものについての調整はど

んなふうに考えられているのか。産業ミュージアムはこの建物の

中に、史跡の中に、この委員会で検討される中に設置されるわけ

ですよね。その中の内容が全然この中で出てこないということ

は、どうしてもこの建物をこうしますというものに対して、その

仕様などがそこで議論されるのはちょっとおかしいかと思うの

で、その辺はどうお考えなのでしょうか。 

事務局（品田） 先生おっしゃられた通り、産業ミュージアムといっても、躯体

を破壊して設置するということではなく、現状の理化学研究所の

部分は、理化学研究所としてきちんと残し保存をした上で、中を

活用していく形になります。現状では建物の整備内容が先にくる

形になります。 
今回も躯体整備の基本方針、それから来年から基本設計に入る

のですが、この基本方針をもとに産業ミュージアムを構築する形

になりますので、あくまでも建物の躯体は当然に遺構建造物の整

備の方のワーキンググループなりこの委員会で話をすることにな

ります。ただ中でやるものについては、産業ミュージアムの検討

委員会の中で審議を進めていくと思います。先ほどお話しました

通り、かといって全く別の委員会でそれをやるというのはこれま

で繰り返し行ってきた議論を継承できない形になりますので、現

状の委員の皆さんの中から何人かの方に産業ミュージアムの委員

会に入っていただいて、その中の話ももちろん我々が事務局とし

てフィードバックしますし、ダブルで入られる委員の皆様につき

ましても、こちらの委員会の議論の内容を産業ミュージアムの委

員会の方でもフィードバックをしていただくような形で、双方が

連携しながらやり続けていきたいと思っております。  
もちろん産業ミュージアムの検討委員会は我々も参加をしたい

と思っておりますので、何か別々のものがそこで作られるという

ことがないように連携をとっていきたいと考えております。  

鈴木一義委員 基本的にはそうなるのだろうと思うのですが、このワーキング

ループの部会編成の中にそういう関係性が全然出てこないと、全

く切れた関係でやるのではないかと、どちらかというとこの委員

会は、先ほど波多野先生の言葉で言うとＡを中心に令和１１年の

オープンに向けてやっていくことになると思うので、産業ミュー

ジアムと違った活用の方が中心になってくると思うので、やはり

齟齬があってはいけないですし、活用というのも十分ある。先ほ

どご説明あったように、この博物館は令和１１年にオープンする

にあたっては重要な役割を担っているので、やはり委員会の中に

それがフィードバックされるようなこの組織図があった方が連携
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しやすいのではないかと思います。組織図がないと連携自体がな

くても構わないでしょという話になっては困るので、やはり委員

会として責任を持ってそういう活用にもコミットできるような図

にしていただきたいと思います。 

波多野委員長 今一義先生がおっしゃったように確認なのですけれど、産業ミ

ュージアムが区内の別部署が担当するからといって、産業振興の

ための展示室にスペース貸しをするというのではなくて、今まで

の歴史的にも光学産業がどう発展したかとか、いろんな議論をし

てきた、その成果が生きる場所でなければというイメージで、そ

こで組織が違うということで、そういうことは起きないでしょう

ねという確認のつもりですけれど、その辺は品田さんを信用して

そう思うしかないのかな。 

事務局（品田） 一義先生も波多野先生もおっしゃることも当然私としては理解

しております。縦割りで誠に申し訳ないのですが、スキーム自体

は産業経済部で作るということで、今回連関性をこちらには載せ

ていないのは、教育委員会で関与する部分のワーキンググループ

についてのみ載せさせていただいて部分でございます。ただそう

は言っても、私も繰り返しになりますけれども、これまでの会議

の中で積み重ねたものについては、尊重されてしかるべきだと、

産業ミュージアム構築の中で思いますので、次回の会議の中で、

そういったものがわかるような図をご用意させていただきたいと

思っております。 

波多野委員長 はい。期待していますのでよろしくお願いします。  

斉藤委員 ２点あります。一つは今お示しいただいたように、だんだんと

専門的に分化してきて、それぞれテーマごとに施設系の分科会が

できてくるということになると思うのですね。今後個々の、例え

ばガイダンス施設に関しても、ここにメインで張りつく委員の先

生とか区の方たちとか以前に、実はその工法のための条件づくり

のためには普通は私の感じだと、そういうものの展示計画のプロ

が入ってきて、条件づくりのためのいろんなモデルを検証して、

その中でこういう委員会に諮って、これが一つの与条件としてい

いのではないのかということになって、それが基本設計とか実施

設計に与件として流れていく。その作業を一体誰がやるのだろう

か。要は、会議でとか、考え方のサジェスチョンだけではなく、

本当に定着させるための、それを同じように産業ミュージアムと

かデジタル展示もそうですし、それ以外のランドスケープもそう

ですけれども、みんなそういうベースになる基本条件づくりのと

ころに、相当プロフェッショナルな形式をたくさん入れて、それ

が史跡公園としてどうかというのは我々がチャージする、ハンド

リングするわけですけど、それがどうなのかというのがちょっと

わからないのが１点。 

もう一つは、細かくどんどん専門化されてく中で、史跡公園の

ミュージアムとしての魅力づくりというところで前々からここで

も議論しているのですけども、例えば雨の時、雪の時の安全な動

線計画をどのようにするかを展示とあわせて、今ルートすらあま

りはっきりイメージできてないと思うのですけども、全体を魅力

的にするための照明計画もそうですしいろんなものがこれにかぶ

さって各専門委員会とオーバーラップしてくるのではないかと思

うのですけども、その全体の議論はどこでやる、また今後継続し

てやることになるのかということを教えてください。 

事務局（品田） 1 点目ですが、ワーキンググループの図を見ていただくと、事務

局、策定委託業者が事務局案を作成となっています。こちらの方
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に、コンサルのような専門家を入れてまず検討をやらせていただ

きます。そのできた叩きをもってワーキンググループの中で叩き

を検討する。さらにそれをこの委員会の中で検討するという３段

構えのような形で進めていきたいと考えております。そのキャス

ティングにつきましては、ここで具体的なお名前を出すのは控え

させていただきますけれども、ある程度そのキープレーヤーはそ

れぞれ建造物もランドスケープもガイダンスもすべて置く予定と

なっています 
二つ目のお尋ねでございます。そういったトータルしたお話で

ございますが、例えば照明計画は多分ランドスケープの中でやっ

ていくのだろう、動線は小野先生とヒアリングをした際にもご指

摘があったのですが、ガイダンスの中の展示のほかに、外をどう

やって回るか、その展示っていうこともあると、その連携をもと

にこのガイダンスは、生まれるべきですので、そのあり方はガイ

ダンス等でやっていく可能性があると思いますけれども、それぞ

れのワーキングでやった内容はこの委員会に全部持ち寄り、トー

タルをこの委員で審議、検討すると私は考えております。 

斉藤委員 ありがとうございます。 
今の内容に絡むのですけれども、前々から申し上げている非常

に分散型の本当に戸建ての建築をどうやって一体で生かしていく

かというのが今回の大きな課題になると思うのですけども、それ

をつなぐ意味で、付加的に非常に軽やかなテントで、雨の時とか

雪の時も、そこのところで各建物を繋いでいくと、そういうよう

な繋ぐための施設は、今回のこの文化財としてのあり方と、そう

いう付加的なものができるかできないかということと、まだはっ

きりと皆さんの共通のイメージとしていやこれは駄目だよと、言

い切られているとはまだ思っていないし、ただやっぱりそれは何

かの形で必要なのではないかと思いながらも、そういうやりとり

がまだ未了だと思うのですけども、この辺の議論というのはどう

いう時点でどんなふうに行うのでしょうか。 

事務局（品田） 先ほど申しました通り、斎藤委員から以前、テントの図を我々

にご提示いただいたと思います。そういったものと含めて策定委

託業者と、その辺は機能としてどう持っていけるのかというとこ

ろを検討しています。その内容をもとにそれが文化財としての修

景ときちんとマッチングするか、それについてはこの２番のラン

ドスケープのワーキンググループやっていきつつ、最終的にそこ

出たものを専門委員会の中で皆さんと議論していきたいと思いま

ます。そういった機能を今検討しているところでございます。 

斉藤委員 わかりました。 
ありがとうございます。 

槌田委員 確認ですが、確か半年か 1 年ぐらい前の論議で活用について論

議したいということで、活用ワーキングを作るということで、日

程計画も出てきたような気がするのですけど、活用ワーキングが

これでいう産業ミュージアムの検討に当たるのでしょうか。あの

時の活用ワーキングがこういう形で具現化するという理解でよろ

しいのでしょうか。 

事務局（品田） 先ほど波多野先生の図でいくとＢの部分、これがガイダンスや

産業ミュージアムになります。これがいわゆる展示活動活用とい

う概念となります。 

小野委員 事前説明の時も申し上げたことなのですけれども、このランド

スケープ整備のところに、令和７年度デザイン計画とあるのです

が、先ほどのご説明では基本計画となるとおっしゃっていました
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が、要はこの基本計画も基本設計も実施設計も全部がデザインに

かかわる話なので、実際に設計を英語でいうとデザインなので、

あえてここでデザイン計画と見出しをつけるのは、ちょっと奇妙

な印象があります。何か区の事情もおありだとはお伺いしている

のですけれども、ただ一方で展示にも、サインやピクトグラムな

どデザインに関わる、或いはデジタルも関係してくると思うので

すけども、そしたらこのランドスケープではなくて全体の先ほど

の斉藤先生がおっしゃるように全体を統括する位置付けで、デザ

インのことを検討する、何かそういう場面を設けるようになさっ

た方が良いように見えます。これが一つです。 
もう１点、これは単純な話ですが、３ページ目の現地作業で令

和９年に樹木整備とありますけど。これはランドスケープの話で

すよね。ランドスケープは、実際の工事は令和１０年からですか

ら令和９年にはできないと思うのですけど、その辺先行させてい

るというか、ここにそのあたりの樹木整備を書く必要があるのか

と思います。 

事務局（品田） 一点目で先ほど私がご説明したデザイン、これは先生のおっし

ゃる通りでございまして、先ほど公園の基本計画に該当するとい

うお話はさせていただきましたが、翌年からの８年９年１０年、

それから今の展示のデザインというところも含めて統括的なデザ

インをやっていくべきではないかということもお話いただいたと

ころでございますので、そういった方が実際にキャスティングで

きるかどうかは今後検討していかないといけないと思いますが、

全体的にこのデザインを統括できるような人を置くような方向で

検討は進めております。 
もう一点で樹木整備ですが、ランドスケープの工事前に、樹木

整備だけ前倒しでやってしまおうと考えておりこのようなスケジ

ュールにしております。 

小野委員 それはなぜですか。 

事務局（品田） 実は令和９年で実施設計が入っているのですけれども、文化庁

の補助金のスキームで、現地作業が入っていないと設計の補助金

がもらえないという指摘があって、これだけを前出ししていると

いう事務的な理由でございます。  

文化庁小野調査官 今ご説明にあった現地作業が入らないといけないという運用は

現在行っていません。 

事務局（品田） わかりました。それであればこれはランドスケープに入れても

構わないと思います。 

文化庁小野委員官 無理をしないようにお願いします。 

事務局（品田） それは何年ぐらい前からそういうスキームになっているのでし

ょうか。 

文化庁小野調査官 私も着任してそれほど長いわけではないんですが、ここ数年は

そうなっていると思います。昔そうだったのは確かに私自身も覚

えがあるのですけれども、そのような指導を文化庁からさせてい

ただいていたことはあるのですが、何年度というようには決まっ

ていなくて、最近は現地作業がないと駄目だというようにはして

おりません。 

事務局（品田） わかりました。それではスケジュールを考え直したいと思いま

す。どちらかというとやりやすいようになると思います。ありが

とうございます。 

波多野委員長 その辺は事務局でつめていただくということで、次に入ってよ

ろしゅうございますか。 
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ここでちょうど１時間１５分、半分超えましたので５２分まで

休憩をさせてください。 

 暫時休憩 

波多野委員長 それでは、再開させていただきます。  
４番目の遺構建造物保存修理工事についてお願いします。  

事務局（品田） 昨年遺構建造物のうち、極めて劣化度が大きく緊急保存修理工

事を行った方がいいものをピックアップさせていただき、実施設

計をさせていただきました。今回はその工事部分、どういった工

事をするのかについて、ご説明をさせていただきます。 
まず資料の４－１の工事概要２分の１で、こちらは野口研究所

エリアになります。こちらの設計の中では、加温貯蔵室、常温貯

蔵室、銃器庫の天井部分、防水のやり直しを提案させていただき

ましたが、実は野口研究所エリアに重機が入れられない、現場作

業を行う工事業者と確認をしたところ、重機を入れることができ

る部分が全くないことから、加温貯蔵室、常温貯蔵室、銃器庫に

足場を組めないということでした。それなので天板の防水対策は

今回行わないことで、他にできるところをやっていくということ

になりました。 

それでは１個ずつ見ていきます。銃器庫からになります。東面

に開口部分があるのですがここから水が吹き込んで躯体を劣化さ

せているという状況ですので、かぶせ工法で漏水対策を行ってい

きたいと考えております。 
続きましてその北側、爆薬製造実験室ですが、天井部に穴があ

いてしまって雨水が吹き込んでいます。これについては中側、左

側の写真をご覧いただくと骨組み部分が見えますが、骨組み部分

に鉄板を引いて、この内側から漏水対策の作業を行います。  
それから東側になります。常温貯蔵室、これは天板部分、先ほ

ども波多野先生からもお話がありましたけれども、木が生えてし

まっています。モルタル部分に木が生えてしまっているので、こ

れを除去する。本来であれば抜根したいのですが、天板がおそら

く破壊してしまうと考えられますので、根元のところから切断を

し、将来的には天井部分をやり直すと考えております。  
それからその東側の加温貯蔵室。これについては西面と東面に

それぞれ開口部がございますので、これは漏水対策として被せ工

法で水の進入を防ぐ処理をしたいと思っております。これには載

ってないんですが上に木が生えてしまっていますので、除去の作

業を行う予定です。先ほども申しました通りこちらも抜根します

と、天井部分を破壊してしまう可能性がありますので、とりあえ

ず根元の部分から伐採をしたいと考えております。 

擁壁部分ですが、南側にケヤキが生えておりその根が根上がり

をしまして躯体に影響を与えているので、この樹木は伐採をしよ

うと考えております。後程樹木の伐採であるとか剪定の文章が出

て参りますが、野口研はこの 1 ヶ所を伐採をしたいと考えており

ます。それから擁壁の劣化対策で養生シートを新設させていただ

きます。 
続きまして 2 枚目、これが理化学研究所部分になります。理化

学研究所部分につきましては重機も入れられるので、爆薬理学試

験室は、足場を組みまして作業を進めていきます。 
爆薬理学試験室は、軒樋を撤去し、新設をする。それから天井

からの漏水対策で天井材の仕上げの撤去と軒樋を新設する。この

上の部分、爆薬試験室西面と書いてある隣の拡大図でこの軒樋が

どうやら機能してないので漏水が発生していることから、この新
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設を進めていきたいと考えております。それから足場を組むに当

たりまして、木が建物右側に大分たっていますので、これを伐採

し、その上で足場を組みたいと思っております。この木はトウネ

ズミモチと言って外来種になりますので、基本的には伐採しても

いいだろうと、また枯死している木についても伐採してもいいだ

ろうということで進めさせていただきたいと思っております。  
それから物理試験室のＣ棟とＥ棟につきましては、特に雨水の

漏水対策は必要ないのですけれども、南側にエノキが植わってい

まして、この落ち葉が軒樋に積もってそれが腐葉土のようになっ

て、全然軒樋の役割を果たしていないので、南面それから物理学

試験室の東面につきまして枯死しているものは伐採、それから枯

死していないものは強剪定を考えております。 
それから渡り廊下の部分になります。こちらは、老朽化対策と

いうより足場を組む際に天板部分が邪魔になるので天板を外しま

す。柱の撤去となっていますがまだ現状で価値がわかっていない

ので、撤去しないでそのまま残していこうと思っております。今

回外したその屋根につきましても保存をしていこうと考えており

ます。 
資料の４－２は剪定と伐採、それぞれのエリアでございます。

外来種や枯死したものになるのですが、理化学研究所の０３の横

に樹木があるのですがこれがおそらく１００年ぐらい経っている

と想定される木が残っておりますので、基本的には維持をして今

後どうするかということは考えていきたいと思います。この木は

実際のところ０３の榎とくっついてしまっているのですが、この

辺は樹木計画の中で検討していきたいと考えています。  

波多野委員長 まさに緊急対策っていうことですよね。  

事務局（品田） そうです。 

波多野委員長 例えば爆薬製造実験室の下屋の部分は、台風が来たらアウト

ではないかという感じがするんですよね。或いは常温貯蔵室で

樹木はとるけれどそのままでいいのか、みっともなくてもブルー

シートかけた方がマシかなとか。 
その辺もちょっと再検討してください。  

事務局（品田） 特に常温貯蔵室、加温貯蔵室については、これまでは天板部分

の処理をする予定がありましたので、劣化が進んでいることは間

違いないと思います。先生がおっしゃられた通りブルーシートを

かけるという処置は今年度ぜひやっていきたいと思っております

ので、方法については文化財計画協会さんとも協議をして、でき

る範囲で防止をするためにはどうしたらいいかっていう検討を今

進めているところでございます。  

波多野委員長 ありがとうございます。 
他に質問ご意見等いかがでしょうか。  

鈴木一義委員 緊急的な処置はこれでいいと思うのですけど、今後のことにつ

いて、野口研究所に重機が入れないというのは今後いろんな面で

問題になってくると思います。将来的には重機が入れないとどう

しようもない、足場決めないと、保存にしても問題になってくる

と思いますがこの辺はどうお考えなのでしょうか。 

事務局（品田） 野口研究所時代に設置された万年塀のような塀があり、最終的

にはそこを破壊して中に入れられるようにするという形になるか

と思いますが、その塀の価値判断がまだできていませんので、現

状ではそういったところは残して、処理できるところだけやって

いこうということになりました。  
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ただ先生おっしゃる通り１０年以降で工事をやるにあたっては

重機を入れないと駄目ですので、現状で想定されるのは王子新道

から万年塀の一部を切除して、重機を入れられるようにするって

いうのがやり方としては妥当なのかなと思いますので、そういっ

たところをスタートとして本当にできるのか、これを工事業者と

検討しつつ進めていきたいと思います。 
また先ほどの価値判断についても、こちらで諮りながら進めて

いきたいと思っております。 

鈴木一義委員 先ほどの遺構建造物整備のワーキングループができるようです

ので、そこでぜひ検討していただいて、委員会で審議をするとい

う形にしていただければよいと思います。 

事務局（品田） すべての変更につきましてはこちらの委員会で審議検討を行い

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。  

波多野委員長 よろしくお願いします。 
実は重機なしでやる業者っていうのはきちんといまして、いろ

んなところに関して僕はたまたま丘の上の鐘楼を曳家して修理し

たのですけれど、それは鉄道のレールで曳家するのだけど、それ

が全部１メートル５０センチぐらい切ってあって、ねこ車 1 台で

この工事を済ませました。やれる人はやるのですよ。だからでき

ない人ほど文句言って高くつくから。 

事務局（品田） できないことはないと言われているのですけれども、高くつき

ますということを言われていますので、そういうためなのです。 

波多野委員長 ほかに何かありますか。 

東京都平田 今回の緊急的な事業、建物の方とそれから樹木の伐採につい

て、今後の委員会で基本的に承認されれば次に実際に入っていく

ことになると思うのですが、スケジュールとしてはどれぐらいを

お考えでしょうか。 

事務局（品田） 今回の委員会で承認いただければ、まず現状変更を早い段階で

出したいと思っております。工事自体は、ある程度樹木が生い茂

らなくなる枯れた時期、冬の時期になると思いますけれども、予

定では所管の営繕部門と話しているところでは大体１１月ぐらい

に開始だというところで検討を進めているところでございます。  

東京都平田 樹木については抜根がないので、文化庁の許可が必要な現状変

更に該当するのかどうか、建物も大きく改変するようなところは

ありませんので、本委員会内容を踏まえて浅野調査官にはご相談

させていただきたいと思います。  

事務局（品田） 基本的には伐採は保存活用計画の中で、区の教育委員会が許可

を出すことにはなっております。ただ建物については我々の方で

判断がつかないので、平田さんから浅野調査官とお話をいただけ

ればと思います。 

波多野委員長 では先行きましょう。  
５番目の遺構建造物整備についてになります。 

事務局（品田） 先ほどもお話をいたしましたが、波多野先生の資料の２番をも

とに整備案を作らせていただいております。基本的には復元とい

うより保存をするためにどうしたらいいかというところを基本的

に進めているところでございます。資料としましては本日机上配

付いたしました構成要素の整備方針という書類が四つありますの

でこれを見ながら、特にご紹介することはないのですがご参考ま

でご覧いただきたいと思います。  
それから最後に視察メモで波多野先生に視察をしていただいた

際のメモもございますので、これは可能であれば後程波多野先生
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からお話いただきたいと思っております。 
それでは資料の方に参ります。遺構建造物整備案で、今回は製

造や研究機能を持つと思われる施設についての検討を進めていま

す。 
まず一つ目が、爆薬製造実験室。これが曳家をした建物になり

ます。まず公開方針ですが、現時点では内部の使用方法が不明で

あるのですが、名称から火薬製造機能を有する唯一の遺構である

と思われることから将来的には内部公開を目指し、機能の理解に

向けた調査を継続するとしております。 
二つ目の復元整備の有無で、当初は建物の東側の壁や、鉄製階

段、鉄骨足場組みにつきまして、野口研の改変と思われるが、こ

れらの除去についての検討を行うとしております。これは以前の

資料でも東側の壁については、野口研究所が設置をした壁ではな

いかという話にはなっていましたが、６月２８日波多野先生にご

覧になっていただいた際に、東側の壁、鉄製階段、鉄骨足踏みに

つきましても、戦前の構造の可能性があるというところになりま

したので、これらについては現時点では維持し劣化防止の処置を

行うという形にしております。また現在はないのですが、爆薬製

造桝というものが当時はあったとのことです。 
ちょうど今映っている壁のところが野口研の改変部分ではない

かというお話だったのですが、波多野先生のご意見でいくと、古

いのではないかということで、維持していかないということでこ

ちらかなり劣化が進んでいるのですけれど。劣化防止の処置を行

うとしております。それから中に爆薬製造桝があったということ

で、全くどういうものかわかっていないのですけれども、調査を

進めさせていただいて、火薬製造桝の復元を行いたいと思ってお

ります。 

続きまして保存修理を含む整備で、劣化部分が多く保存修理が

必要であるとしております。先ほどお話しました通り屋根の穴は

施工工事を令和６年度に行いたいと思っております。 

四つ目の耐震工事は必要ないという結論が出ております。  
続きまして２番目の銃器庫になります。 
これは現時点でやはり内部の使用方法が不明である、銃器をし

まっていた倉庫の役割を果たしていたのではないかということで

すが、どういった形で使っていたのかというのが不明である。し

かし建物の西側の窓に建設当時の電動シャッターが残っている。

それから内部に棚があるのですが、火薬製造所時代の設置である

可能性がかなり高いということで、将来は内部公開を目指して、

機能の調査を継続していきたいと思います。  
今見ていただいている開口部に電動シャッターがついており、

内側からでないと見られないような状況ですので、これを理解し

ていただくためには内部公開も必要であると思っていますが、内

部の利用方法がわかっていないのが現状です。 
二つ目の復元整備の有無ですが、建物東側のシャッター、西側

のシャッターは残っているのですが、東側のシャッターが除去さ

れていますので、もしシャッターの設置目的が非常に重要なもの

で、そのシャッターの状況、復元の必要性があると判断された場

合には復元整備の検討を行うとしております。 
それから三つ目で保存修理を含む整備で、屋上防水機能と外壁

損傷部分の修理工事、ちょうど映っている部分になりますが、下

の開口部分は塞ぎの整備を行いますが、その上の部分の欠落部分

について左官仕上げなのかどうかは今後の整備方針によると思い
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ますがこちらの処理を行っていくとしております。これらは令和

１０年度以降に実施をするということにしております。  
耐震工事ですが必要ないということになっております。  
三つ目、燃焼実験室でございます。  
まず公開方針ですが、こちらの方でお話はさせていただいてい

ますとおりガイダンス機能を持たせるということになっておりま

す。ガイダンス機能、史跡公園を管理する管理機能は、こちらに

しか置けないと思っておりますので、この二つの機能を持たせる

ため内部に人が入る想定の整備実施を考えております。現時点で

は内部の利用方法が不明のため展示施設として、基本的には内部

公開を行うのですが継続的に内部機能の解明を目指した調査を行

っていくとしています。 
復元検討の有無ですが、以下の改変部分について、復元的整備

の検討を行いたいと思います。先ほど波多野先生からもありまし

たけれども、まず窓の改変部分で押出窓からスチールサッシ、ア

ルミサッシの改変があったと。画面出ていますのが昭和３８年ご

ろの野口研究所の写真ですが、窓は押出しなのか滑りなのかは不

明ですが、現状とは全く違った窓が当時は設置されていたという

ことです。現状ではこの後スチールになって、さらにアルミサッ

シに変えている部分があるということで、この改修部分はどうい

った形で最終的整備をするのか。これがスチールに変わった後で

昭和 40 年代だと思います。窓の位置は変わっていないのですが、

窓の形状が変わっています。 

二つ目が２階西側の窓塞ぎ部分の除去で、以前この二階の部分

が野口研の展示室があったところ、今ちょうど矢印が出ている部

分ですが、これが今では窓が塞がれている部分です。窓の構造は

残っているのですが、外側と内側を、板だと思われますが、そう

いったもので塞いでいる。これを除却するかどうかということが

検討内容となります。 

三つ目が外壁塗装の改変で、先ほどの写真を見ていただくとコ

ンクリートの打ちっ放しみたいな形になっているところですが、

現状ではこういう形で色が表面上塗られているので、色はどうす

るのかというのが改変の検討になると思います。 
四つめが野口研時代の研究施設で、例えば中をクリーンルーム

にした様子であるとか、建物の中に野口研が研究で使っていたよ

うな内部構造があるのですが、これを除去するかというのが検討

材料になるかと思います。 
もう一つが内部構造の復元で、二階の西側の壁が除却されてい

る部分、それから東側の理事長室があったのですが、そこの壁が

現在とられている部分がありますので、この構造をどうするかと

いうことと、あと各居室出入口のアルミ建具について、野口研の

二階部分は基本的に木製の建具が使われておりますが、１階はす

べてそれがアルミ建具に更新されていますので、将来的にこれを

元に戻すのかという検討が必要ではないかと思います。  
あと二つ、次の改変部分については、今のところ調査研究によ

る成果がないので、検討できない、復元整備ができないところに

なります。 

検討の材料としては、まず弾道管の接続及び発射室の復元で、

弾道管をこちらに接続させるか、それから発射室が一番東側の部

屋にあるのですが、そちらを復元するかどうか。発射室は現状で

はどういった部屋だったかがわかっていませんので、これはなか

なか長期的な調査が必要だと思いますが、弾道管は明らかに接続



令和６年７月１１日 

第２回 史跡陸軍板橋火薬製造所跡整備専門委員会 

 

２３ 

されていたので、接続をするかどうかが検討の材料になります。 
それから北側の入口部分の復元とトイレの除去で、建物の北側

部分に当時の入口があるのですが、ここが今塞がれていまして、

野口研時代のトイレがありますので、入口部分を復元、開放しま

すとトイレも準備しないといけないということで、入口の復元と

トイレの除去が検討材料になるだろうと考えております。  
三つ目が保存処理を含む整備で、特に躯体自体に保存修理を要

するようなものはないのですけれども、東側の外階段の塗装がか

なり剥離をしてしまっているので、耐候処理を行わないといけな

いと考えています。 
もう一点が建物内部ですが、ガイダンスとして内部公開すると

建築基準法や消防法に基づく整備というのが必要になってくるだ

ろうと考えております。 
４番目の耐震工事は必要ないという結論が出ております。  
四ツ目、試験室のＮＯ５５２と６７２で、公開方針ですが名称

や特徴的な様式から何らかの試験を行っていたというのは想像で

きるのですが、内部の使用方法が全く不明なため、現状では外観

公開とするとしております。 
復元整備の有無ですが、ＮＯ５５２については南側に庇を撤去

した跡が残っています。それからＮＯ５５２、６７２ともに出入

口の扉が改変されていますが、ここを復元することが施設機能の

理解に繋がると現状では考えられないことから、現時点では復元

は行わないとしています。ただしこれも皆さんと検討していく内

容になると思います。  
それから三つ目、保存修理を含む整備ですが、外壁の亀裂部分

及び庇の除去後の劣化防止措置を実施するということで、今日皆

さんに報告書をお配りしていると思いますが、報告書に写真があ

りますのでご覧いただきたいと思います。報告書の１６０ページ

を見ていただくと、窓の部分の上に庇が、これがＮＯ５５２です

が庇があったところがはつられていて、下が窓だったところの開

口部分が広げられている改変がされているという状況がこの写真

で見るとわかると思います。 
合わせて１６８ページをご覧いただきたいと思いますが、これ

が特徴的な建物で試験室６７２なのですが、これも同じように北

面の窓の部分が改変されているということと、あと真ん中の写真

をご覧なっていただくとおわかりになると思うのですが、鉄筋が

爆裂して出てきてしまっている部分であるとか、完全に扉はサッ

シに改変されていますので、おそらく改変部分であるのですが、

こういった劣化部分の処置や、あとは復元部分をどうするという

のは今後の検討になると考えています。 
最後にこちら両方とも耐震工事の必要はないという結論が出て

おります。 
長くなりましたが以上が整備方針になります。 

波多野委員長 一緒に見せていただいたので少し追加をしますと、爆薬製造実

験室に関しては、先ほどからお話ししているように鉄骨の下屋部

分がおそらく古い。しかもですね、爆薬製造実験室はこの施設と

してわかりやすい建物で、というのは、壁は鉄筋コンクリート、

屋根は鉄骨で爆発事故が起きたときには上に抜けるということが

きちんと作られている建築であるというのが一つ面白い点です。 

それから時期的に建具が一部鉄、一部が木だという部分も時代

を表しているというふうに考えていますので、曳家をした段階で

鉄骨の足元の対策がなかったものですから、もう完全に腐って消
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えています。その点を早く面倒見なければいけないと思っていま

す。 
銃器庫というのは大変面白くて、実はそれはつまらない建築な

のです。スチールの引き違いの出入口が２ヶ所しかない、そこに

シャッターがついているのですけど、シャッターのオペレーター

が、外部にあるのですよ。つまり普通の建物でしたらシャッター

のオペレーターは中にあって、中で締めてからどこか別の扉から

出て、鍵を閉めて帰るというのが普通の使い方だと思うのですけ

ど、それがシャッターのオペレーターが外についている。つまり

２ヶ所の出入口以外に何にもないという、これはもしかしたら銃

器庫だからという特殊性かもしれません。写真を見ていただくと

オペレーターがそれぞれ右左についているのがおわかりいただけ

ると思います。シャッター自身はこの建物の枠の中でちゃんと収

まっていますんで、一体の工事です。そういうふうに考えると、

これはかなり特殊だと、建築の考え方から言うと一般的にはない

というところで、それが機能を表しているのではないかと思って

おります。 
それから燃焼実験室の中で、内部の写真が今回出てこなかった

のですけど、基本的に木製の建具です。すべての出入口には上に

欄間がついています。そのような目で全体を見ていったら、弾道

管と接続する部屋だけは欄間がないのです。ということは欄間が

ないのではなくてもともと壁であったのではないか。つまり、発

射室だけは外部からしか出入りできない特殊な部屋であった可能

性をこれから調査しながら動いていくと面白い。ちょうど今の写

真で右のところはその出入口だと思うのですけど上の欄間がない

のです。これはかなり特殊だというように考えていただけると面

白い。ですからわかることがだんだんわかってくるという気がし

ます。 
それからバタフライ屋根みたいなものがちょっと面白い実験室

ですけど、あれ扉が１ヶ所だけ冷蔵庫の扉なのです。ですのでそ

の冷蔵庫が火薬研究所時代の何らかの機能であったとすれば、こ

れもちゃんと解ければ面白いし、或いは野口研究所時代の福利厚

生施設に使われていたからその時の氷を入れるための冷蔵庫を作

っていただけかもしれない。これは両方考えられます。調べてい

くと面白くなってきたっていうことが追加です。 
どうぞ質問等おっしゃってください。  

鈴木一義委員 基本的にはもう問題はないと思うのですけれども、先生が最初

にこの説明の時にも言われたと思うのですがＡとＢということで

は、Ａはほとんど現状維持を中心として当面やるべきこと、Ｂは

どの件にするかは別として、将来的なものを踏まえた検討という

ことで、ここで言うと２番がＢをやるために検討を今後続けてい

くということで、３がＡに当たると考えて当面行うのはこの３番

ということで、これは３番をやって、このＢを目指すということ

でいいのかどうかっていう判断をして欲しいということですよ

ね。ここでの議論は。 

事務局（品田） 先生おっしゃる通りでございまして、基本的には３番をやるの

がＡで、２番を目指していく。ですが現状で２番ができる可能性

があるところもあるのでそこも一緒に検討していただきたいって

いうところが今回の説明です。 
先ほど言った燃焼実験室、特に押出し窓の写真が残っている部

分については、実際にスチールが残っているだからスチールを残

すべきであろうとか、それは全部窓を変えたほうがいいだろうと



令和６年７月１１日 

第２回 史跡陸軍板橋火薬製造所跡整備専門委員会 

 

２５ 

か、そういったところも含めて先生方と議論をさせていただきた

いと思っています。 

鈴木一義委員 燃焼実験数の２番の復元の有無ということでいくと、窓の改変

は先生から最初おそらく押出し窓からこういう変化があっただろ

うということで、どの段階を残すのかというのは、いわゆる原に

するのか元にするのかで若干違ってくるような気はするのですけ

れども、これを全部やろうとするとその資料が出てこないとなか

なか難しいので当面３番のところをこの委員会ではやるのかなと

思います。 
２番についてはこの方向でいいのではないでしょうかと、これ

について了承した段階で資料を出していただいて、それぞれの黒

丸についてどの段階を残すか。例えば、野口研時代の研究施設で

クリーンルームがあったという、それはこの建物の歴史として最

後野口研のクリーンルームで使われたということで、ここだけ残

すのかというような議論をすると、ここは元に戻すのではなく、

元にするのではなくて、野口研の状態で残すというのもこの建物

の歴史を語る上では重要だというのは、そんな判断をするための

資料を提供していただければその場でやるということで、私はこ

の２番の復元ということであれば、この２番は継続してやってい

ただいて、ここに出せる資料がそろった段階でどの段階で復元す

るのかということを議論すればいいと思います。 
今回はこの３番を議論することになるのかなということについ

て、それでいいのでしょうか。 

事務局（品田） まさに先生おっしゃる通りでございまして、この３番の方法で

いいのかということも含めて検討していただきたいと思います。 
あとクリーンルームの話がありましたけれども、鈴木淳先生と

ヒアリングをした際のお話なのですけれども、産業遺産ではその

機能を取りかえつつずっと、その機能として残っているものにつ

いては、それは機能として残すべきだという考えがあるというこ

とで、例えばそのクリーンルームが火薬製造所時代からクリーン

ルームであったということであれば、それは残していかないとい

けないと思います。 
そういったところも含めていろいろとご意見をいただいており

ますので、最終形については、除去というのは極めて慎重に検討

していかないといけないと考えておりますので、現状では３番に

ついて議論いただきたいと思っております。 

波多野委員長 私は、２番の危なさを知っていただいて、ブレーキをかけてお

きたいと思っています。つまり例えば爆薬製造実験室であれば、

鉄骨部分は後の時代だから取っちゃえという議論にならないため

に、ここにも可能性があるというのを提示しました。それから、

燃焼実験室、復元すればスチールサッシになるだろうというよう

に見えてしまうのだけど、実はアルミをスチールに戻したからと

いってそれはいつに戻したかという考え方の中で、昭和２０年時

点には立っていないのだということを１回自覚して、立ちどまる

必要があるのではないか、というレベルでそれではその次どうす

んだということはこれからの課題というずるい言い方ですけど、

とにかく１回ブレーキかけておきたいというのがあります。  

鈴木淳副委員長 私も慎重にやる分にはいくらでも賛成なのですけど。あと窓を

塞いでいるところをどうするかというのはやっぱり史跡だからな

るべくさわらないほうがいいわけで、もし展示を計画していく時

にそこに窓がない部屋があった方が都合よければ、それはここを

それに活用するという方が、今のあるところを塞ぐよりははるか



令和６年７月１１日 

第２回 史跡陸軍板橋火薬製造所跡整備専門委員会 

 

２６ 

にましだし、あとリケンの渡り廊下をとりあえず撤去するという

話ですけれど、斎藤さんがおっしゃるように全体に屋根をかけら

れるならばいいけれども、もしかけられないとするとやっぱりあ

そこに渡り廊下があった方が活用上はるかに便利だし、その場合

に新しく渡り廊下をそこに作るということをやるよりも、理研時

代に理研さんが作った渡り廊下なのだから、それも残しておくと

いう考え方をして、一度撤去してまたそれを戻した方が楽という

か、史跡としては筋が通るのでそのあたりできるところの先も見

ながらなるべく手を触れないで、しかし保存のための整備はもち

ろん必要なのですけれども、進められるといいと思いました。 

今この話を聞いていて一つ気になったのは試験室の二つのとこ

ろで、窓の上に庇があった跡が発見されているのですね。これは

大きな話だと思って、ここには庇があって、でもこの弾道管に面

した窓の上には庇の形跡がないのですよね。そうだとするとこの

建物は元来どういう形をしていたのかが気になってきています。

これ引き渡された当初に、この棟全体に何か木造ですか、屋根が

かかっていてそれを、これは後年のものだとして撤去してしまっ

たのだけれども、多分全体としてはこのようなものなのだけど、

これができたときに弾道管側に何もなかったのか、そっち側に何

か少し屋根みたいなものがあるから弾道管側の窓の上には庇がな

くて、それ以外の面の部分の窓には庇があるとか、そういった可

能性もありそうです。戦中の写真が全然ないので、本当に我々は

何も知らないでやっているのだなということを、改めて今のお話

を聞いていて、特にこの試験室で、あと発射場のお話も今聞いて

いて思ったのですけど、弾道管に繋がった発射場があった方が先

なのですね。先に弾道管があって後から燃焼実験室ができていま

すから弾道管の発射場をそのまま取り込んでいる可能性というの

があって、そうだとするとおっしゃるようにそれは別の建物だと

いう説明は非常に整合的です。 
何か本当にどうだったのかということを考え直す必要というの

は、爆薬製造実験室のお話を聞いていて、改めてすごく怖いとこ

ろにいるのだという感じがしました。  

波多野委員長 時間が苦しくなってきたんですけど、今日は結論を出すんでは

なくて、保存修理の方針を次回に提示する。今日はお話があって

これで終わっても構わないですね。 

鈴木一義委員 ３番は今日結論出してもいいと思います。 

波多野委員長 その具体的な答えを次回の委員会で提案するということにした

いと思います。 

事務局（品田） ３番の中で何かご意見があればお聞きしたいと思います。読ん

でいただいた中で何かございましたら。  

鈴木一義委員 私は３番を早めにやっていただいた方がいいではないかと思い

ます。どんどん劣化が進むと思いますので。 

波多野委員長 この試験室の古い写真、移管された後でまだ生協サービス室み

たいなものが建っていた時の写真は残っているのですか。僕も先

生がおっしゃったように記憶に残っている程度で、あんまりない

のですか。ありますか。 

事務局（杉山） 史跡指定前に調査などで入らせていただいた時に、撮影した写

真等は残ってございます。 
さらに古い、例えば昭和の時期のものは、現在のところは確認

できておりませんが、野口研究所などにそういった資料は残され

ている可能性もございますので、今後捜索していきたいと思って
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おります。 

波多野委員長 はい。よろしくお願いします。  

東京都平田 先ほど冒頭でＡとＢという整理をしていただいて、今回のとこ

ろで言うと②と③はそれぞれＡとＢであるということが委員会の

中でもオーソライズできたと思うのですが。③の部分は令和６年

度に躯体整備の基本方針を出すとなっていて、７、８で基本設計

をやるとなっているのですが、３番の部分の基本方針を出すのか

それとも２を含めた基本方針を出すのか、いかがでしょうか。  

事務局（品田） 基本的には３番の基本方針を出す予定になります。というのは

２番はこれまでの議論を考えますとおそらく基本方針は出せない

だろうと思っておりますので、現状ではその維持をするための最

終形の方法を今回の基本方針として出そうと思っています。 

東京都平田 そうするとそれに対しての基本設計が２年もかかるのですかと

いうふうに聞きたいのですが。 

事務局（品田） それに対する基本設計に含めて、そのほかに内部の利用方法に

ついての設計もここに入ってきます。  
例えば中に電気を通すためにどうするか、ライフラインとして

どうするかという設計であるとか、あと耐震設計を理化学研究所

ではやらないといけないというところもありますので、その辺の

設計も含めて２年を要するという判断をしております。  

東京都平田 委員長にも確認をさせてください。例えばそのＢの②でも資料

がそろっているものとか、建物の躯体に悪い影響を及ぼしてい

て、ここだけは直したほうがいいという部分については、この委

員会の中でここはこうしたい、こういう根拠があるからしたい、

いう整備ができるのではないかと思います。そうであれば２年か

けて基本設計をやる意味はあると思います。  

波多野委員長 史跡の定義の部分ですけど復元整備が可能な部分はやっぱり後

回しにしたくないなと思います。つまり、二段階整備というのは

今年度にやる緊急対策、さらに１１年ぐらいまでにやる対策、さ

らにその先の復元整備というのでは、余りにも何か同じことを繰

り返しすぎていると。何かその辺では少し可能性を探りながら続

けること自身が柔軟に動くのではないかと僕は期待します  

東京都平田 燃焼実験室の③で言うと剥離部分の耐候処理を行うところにつ

いては、あまり時間をかけなくても設計ができるような気がする

のですが、緊急性を要するものであるとか、判断を委員会で得な

くてもいいところについては、ご了解をいただければ令和７年以

降にやっていくという考え方もあると思いましたので、少し整理

したらいいと思います。 

波多野委員長 おっしゃる通りですね。余りにも原則主義で、復元は全部後回

しだとか、そういう話はないと思います。逆に言えば何かをしな

ければ空いたままで吹き曝しになるような現実はたくさんあるわ

けですから。加温貯蔵室は何とかしないと今回の議論の中で、鉄

扉の対策をとるという話が出てきましたけど、あの鉄扉は手で触

ってもぎれるほどボロボロなのですよ。ということは緊急対策だ

けで終わらない可能性もあるので、今ものが残っているうちに同

質のものを作れるなら作るという作業が多分あって、そこへ進ま

ないことにはああいう開口部が復元できない。ある開口部は今で

きることで、きちんと交換をすることによって、現状が維持され

るという答えが出るのだと思います。 
ただその辺はもう少し柔軟でないといけないと思っています。

品田さんその辺はいいですか。  
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事務局（品田） 先ほど一義先生からは、委員会ではこの３を中心にというとこ

ろを話し合ったのですけれども、今回の燃焼実験室は、現状で資

料があって、可能性があるのではないかというところをお出しし

ていますので、できるところは復元のところもやっていくという

ことだと思います。 
特に射垜の辺りは次回以降になると思いますけれども、そこは

もう完全に復元することを議論していこうという考え方がありま

すので、前倒しで復元するという結論がこの委員会の中では出て

くるかもしれないと考えております。  

波多野委員長 次回の方針の中で一緒に検討できればと思います。  
それでは展示整備方針について、時間が大分なくなったので短

くお願いします。 

事務局（杉山） 

 

それでは続きまして資料６を用いまして、ガイダンス施設の設

置についてご説明いたします。時間の都合もございますので、今

回スライドに資料の内容をまとめた、要約したものがございます

ので、こちらをお出しいたしたいと思います。 
では今回はガイダンス施設のところについてお話させていただ

きますが、前回の会議の中でガイダンス施設と理化学研究所の産

業ミュージアム。この２点の定義をもう少し整理をした方がいい

のではないかとのご意見がございましたので、今回は資料６でこ

のガイダンス施設の設置目的、そして資料７では産業ミュージア

ムの設置目的についてご説明いたします。７は本日産業振興課の

担当も来てございますので、そちらからご説明いたします。  
まずガイダンス施設でございますが、文化庁が示す史跡整備の

手引きによれば、史跡等が属する時代の歴史や文化を学習するた

めの補完的建築施設とされています。そしてこれまでの計画の中

で、燃焼実験室をガイダンス施設として活用していく方向を示し

てございます。こういったことを踏まえて、板橋区としましては

このガイダンス施設にはガイダンス機能と、史跡公園全体の管理

機能、この二つを付与したいと考えております。 
１点目のガイダンス機能と具体的に申し上げましたのが２番、

設置目的のところに移って参ります。太文字のところで示してお

ります通り史跡に関心のない層から研究者まで、これは関心に非

常に幅がある来園者のすべてに対して、史跡の本質を学ぶ情報の

拠点として考えています。史跡の本質、これは史跡の本質的価値

を表しております。また、情報の拠点というようにさせていただ

きました。これは前回の会議でご了解いただけたものと思ってお

りますが、このガイダンス施設には実際の資料の収集機能または

実物資料の展示が難しいので、モノではなく情報を集めてそれを

わかりやすく伝えていく場にしたい、そういった意味でこういっ

たところを示しております。 

より具体的にいたしますとその下の 2 点になります。まずは展

示、そしてラーニングセンター。これは展示を行う、さらにラー

ニング、これは教育普及の事業になりますけれども、そういった

一般のお客様向けに史跡の価値を伝えていく事業を行う機能と、

もう一つは今日のこれまでの説明の中でも出してきてございます

が、この史跡の継続的な整備や保存の推進のために調査研究セン

ターをこのガイダンス施設の中に設けたいと思っております。こ

の２軸でもってガイダンス施設を運営していきたいと考えてござ

います。 
続きまして３番になりますがさらに具体的にどういった事業が

想定できるだろうかといったものを、３番に事業案ということで
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お出ししています。まず、展示機能でございますが、展示につい

ては、モノではない、情報の集積地としての展示実践ということ

で、モノではなく情報を集めて示していく場にいたしたいと思っ

ています。例えば、事業案、四角の中の一つ目で常設無き常設展

といったところをお示ししていますが、これは実際の資料等は置

くことはできないかもしれませんが、展示内容を日々更新できる

ような、例えばデジタルサイネージ等の什器を活用して、いつ来

ても展示の内容が新しくなっている、そういったところでこの史

跡の価値や魅力を様々なターゲットに伝えていきたい。そういっ

た意味で、常設展は常に展示を行うという意味では常設展ですが

内容は常設ではない、そういった部分を作っていきたいと考えて

いるところです。 
続きまして２点目、教育普及、ラーニング機能になりますが、

その前の展示機能のところで、資料にはございませんが、事前に

小野先生からいただいたご指摘がございまして、このガイダンス

展示の中では、建物の中での展示だけではなく、実際には建物の

外には遺構や建物が残っておりますので、そういった建物の外に

ある遺構や、モノに対して回遊やその価値を示していくような外

との連関性、そういった部分はこの展示の中に盛り込んでいきた

いと思います。ですので建物の中だけじゃなく、外の遺構も含め

てこの展示ととらえていきたいと思います。 

前後いたしましたが続いては二つ目の教育普及、ラーニング機

能でございます。こちらにつきましては、史跡と多様な人々をつ

なぐ双方向性というのをキーワードに挙げております。展示を見

るだけではなく、様々な体験事業などを通して、史跡の価値を知

っていただきたいということですが、これは事業案では、例えば

箇条書き二つ目、板五中との連携というのを挙げています。これ

は史跡公園の南側に面する板橋区立第五中学校が一番近所の学校

になりますが、例えばこういった学校の中学生とも連携した事業

を、日常的にこの史跡公園ガイダンス施設の中で行っていきまし

て、来園者だけではなく地域とも連携を深めて、最終的には史跡

の価値を楽しんでもらいたいと、そういった趣旨でございます。  
３番目が調査研究機能です。これは近代化産業遺産の調査研究

センターといったところでございますが、今日はこの辺り、前の

議題でも出ておりますので、割愛をさせていただこうと思います

が、やはりすべてが令和１１年までにわかり切らないかもしれま

せんが、継続的に建物や遺構、さらには資料の調査を行うことに

よって、史跡の価値をさらに解明をしてそれを文化財の保存と活

用につなげていきたい、そういった目的で調査研究機能をこの場

所に設けたいと考えております。  
続きまして４番目がデジタルミュージアム機能です。これまで

展示から調査研究まで様々な機能を挙げてございましたが、その

すべての機能と多様な人々を結ぶプラットフォームとして活用し

たいと思っています。これは単なるホームページの活用という意

味ではございません。事業案にございます通り、来訪者の中でも

関心が強い人、まだそうではない人いらっしゃると思います。そ

ういった人々をターゲットに合わせて、必要な情報を提供してい

く、そういったプラットフォームを想定しています。  
また整備を整備や調査研究を進めていく上では、我々区に蓄積

した調査データ、こういったものも区の内部でもデジタル上で共

有していけるような、オフラインネットワークなども設けて、す

べての様々な機能を一元的にデジタル上で管理できる大きなデジ
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タルミュージアムというものを、機能として持たせたいと考えて

います。 
最後がその他機能でございます。こういった展示やラーニング

機能、調査研究以外にもこの建物が史跡公園の中でも大きくて部

屋数もあってという建物になりますので、史跡公園全体の管理機

能、例えばボランティアさんなどが待機するスペースを置いたり

ですとか、最近も非常に暑いですが休憩スペースやお手洗いを設

けたりですとか、そういった機能を付与することも検討していき

たいと考えているところでございます。  
スケジュールのところは先ほどの議題でご説明した通りでござ

いますので割愛させていただきます。  
では続きまして産業ミュージアムの整備について担当の岩崎か

らご説明させていただきます。  

事務局（岩崎） 本日は産業ミュージアムの整備についての説明のお時間をいた

だきましてありがとうございます。  
産業ミュージアムの整備（案）でございます。 
項番の１、整備の方向性です。こちらの資料産業でもう少し試

行錯誤しながらいろいろ方向性が固まってくる部分がありますの

で、今後情報提供をさせていただくのですが、ちょっと文言の言

い回しであるとかその辺は現段階のものということでご了承くだ

さい。 
項番の１は、日本の産業や科学技術の進歩を支えた当時の軌跡

これに加えワールドワイドを意識した板橋の今の産業力、国内外

にそれを発信していく。そしてまた区の産業や日本の科学技術を

支える人材の育成の場を展開していくことにより、板橋の産業ブ

ランドの向上を図っていくといった方向性を考えてございます。  
項番の２、産業ミュージアムの基本構想と基本計画の策定でご

ざいます。先ほど前の議題でもありましたけども、産業ミュージ

アムの基本構想と基本計画につきましては、令和７年度から策定

をしていきます。下図にある通り、板橋区の史跡公園の基本構想

というのが平成２９年度にできていまして、そこの整備イメージ

の中でも一定程度、産業ミュージアムについての方向性について

は明示されてございます。そして皆さんにもご協力いただいてお

りますが、板橋区史跡公園のこの基本計画というものも今年度作

成してくということで、ここの枠組みの考え方を大きくはみ出な

い形で、板橋の産業ミュージアムの基本構想と基本計画について

も、整合性連携を図りながら作っていきたいというふうに考えて

ございます。 
続きまして裏面の２ページ、項番３の検討する整備運営方法で

ございます。大きく３点に分けてございます。先ほどの項番１と

もリンクするのですけども、（１）番が板橋の産業力を世界に発

信する場ということで、例としましては、デジタル空間技術によ

った最先端技術の体感エリアですとか、あとはいろんな手法を使

ったＡＲ空間ということで、花火は板橋の花火大会ってのは大き

な大会があるのですけども、火薬の研究をしていたというところ

と、そういった花火というと、あくまでも事例なのですけども、

何か可変性を季節ごとに持たせた、飽きられないようなそういっ

たデジタル手法を使ったものを発信できないかということで今考

えてございます。（２）番の当地の発展と軌跡に触れる場という

のは、委員会でもこれまでたくさん出てきたと思うのですが、工

都板橋、この歴史のことはしっかり解説をする必要があるのかな

ということで、そういったことをガイダンス施設と連携を図りな
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がら考えていきたいと思っております。また旧理化学研究所の板

橋分所の研究室を再現した写真撮影スポットということで、そう

いったところももし可能であれば選択の一つとして考えていきた

いと思っております。そして（３）番の最後なのですけども、区

の産業や日本の科学技術を支える人材育成の場ということで、理

化学研究所では多くの研究者の皆さんが研究に日々励んでそれを

世界に発信したっていうこともありますので、そういった形の研

究者になれるような、というわけではないのですけども、コペン

ハーゲンの精神、仁科先生がそういったことを持ち帰ったという

こともあるのですが、子供たちや区民の方にそういったサイエン

スカフェとか、あとはものづくりの面白さなどを大学さんとか、

区内の連携を結んでいる団体と連携しながら展開していける、そ

ういった人材育成の場にしていきたいということを考えてござい

ます。 
最後の項番４なのですが、検討進め方体制でございます。こち

らはミュージアムの検討会を別途設置する予定でございます。  
委員の構成につきましては学識経験者でこの委員会のメンバー

の方にもご協力いただくことになると思うのですけれども、八名

くらいの規模で考えてございます。検討会につきましては全６回

を考えておりまして、４月から１２月にかけて行っていきます。

そちらの検討会の状況につきましては、もちろん専門委員会、あ

とは地元のまちづくり協議会などにフィードバックしまして、意

見交換などを行っていく運びとなってございます。スケジュール

は今の予定で暫定のものですが、記載の通りとなっております。  

波多野委員長 申し訳ない。時間がなくなってしまったので皆さんのご意見を

伺う時間が足りないかもしれませんが、一つ確認したいのは、理

化学研究所エリア全体が産業ミュージアムになるのか、それとも

理化学研究所の果たしてきた役割、或いは理化学研究所の歴史と

いうようなものが、史跡の方としてあって、一部が産業ミュージ

アムなのか、その辺があまり議論されてないと思うのですけど、

その辺について、スペースをどう使うかということです。  

事務局（岩崎） 川向いの旧理化学研究所跡地の物理試験室と爆薬理学試験室、

この二つの建物を産ミュージアムとして整備するという考え方で

今進めております。 

波多野委員長 理研の歴史の部分が一つのゾーニングの時にありましたよね。

その理研の歴史の部分はそうするとあるのですかね。 

事務局（杉山） 

 

そういったどう歴史的な部分を対象とするかっていうのは、こ

れからまた議論を進めていく必要があるかと思いますが、例えば

理化学研究所の宇宙線の歴史を、例えば野口研の方ですべて展示

してしまうとか、そういったことはやはり史跡の理解上はそぐわ

ないところはあると思いますので、理研についてはおそらく産業

ミュージアムの方で中心的に扱うことになっているというように

思っております。こういった問題が様々あると思いますので、そ

れは少しずつ整理をしながら進めていきたい、展示の内容につい

ては、これから整理していきたいと思っております。  

波多野委員長 今いただいた資料の中でそれが入ってないのですね。１３番の

中に。だから理化学研究所が飛んでしまったという心配を今まで

の議論からするんですが。 

事務局（杉山） 今回は二つの施設ができるということでその機能をまずはお示

しをしたいというふうに思っております。そういった機能のたて

つけがご了解いただけましたら、今後その枝葉の部分になってい

くと思いますが、展示の内容、コンテンツ事業をさらに深めてい
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きたいと思っております。 

波多野委員長 はい。ありがとうございます。  
皆さんのご意見を伺う時間がなくなってしまったのでどうした

らいいかと思いながら、またこれから検討する時間があると理解

して、何かが決まってしまうと思わなくてよいですね。 
はい。では時間ですのでそちらにお返ししますので、次の情報

の報告をお願いします。 

事務局（杉山） では、少しだけ資料調査の経過についてご報告させていただき

たいと思います。 
これまで前回前々回の会議の中で、板橋区で史跡に関する資料

の収集がまだまだ少ないとお話しさせていただきましたところ、

大森委員から研究室の方で、板橋分所の宇宙線研究室に由来する

資料があるということで、かなりの数をご寄贈いただいておりま

す。この場を借りてお礼申し上げたいと思います。どうもありが

とうございます。 
現在、その資料を少しずつ整理させていただいております。例

えば什器類は宇宙線研時代の昭和のラベルが貼られたタイプライ

ターやディスクラック、さらにはスライドに上げておりますが、

椅子ですけれども記念資料室さんでお持ちの写真と合わせます

と、おそらく１９７０年代には実際に板橋で使われているだろう

というような椅子も残ってございます。こういったものも、戦後

の価値も含めると、非常に貴重な資料だと思ってございますので

大切にお預かりさせていただきたいと思っております。  
また続きまして図書類も非常に膨大な数をお預かりさせていた

だきました。現在その整備作業を進めているところですが、少な

くとも現段階で１３０冊以上の資料になってございます。これら

はすべて板橋分所に大森先生が入られた時に、板橋分所に残って

いた資料と伺っております。これらほとんどが欧文の、外国の学

術誌でございまして、例えば写真にも真ん中に挙げておりますよ

うに、宇宙線の国際学会のプロシーディングスなどが大半を占め

ています。資料８の裏面にはその一部抜粋した表を載せてござい

ますが、ＩＣＣＲ、インターナショナルカンファレンスコズミッ

クレイ、宇宙線の現在も行われている世界的学会でございます。

こういったものの予稿集がかなりの時期の分がまとまって残って

います。実際におそらく参加をして入手をしたものと考えられる

ものも含まれておりまして、理化学研究所宇宙線研究室が国際的

な研究をこの場所で行っていた、そういった表れだと思っていま

す。こういった資料を内容や書き込みなども精査しながら、貴重

な資料として保存活用させていただければと思っております。  
資料８の報告は以上になります。  

事務局（中村） 続きまして机上に配布させていただいております冊子について

ご報告させていただきます。 
２冊ありまして、一つは文化財シリーズとして設定をいたしま

した旧愛歯技工専門学校跡地の報告書となります。こちらが２年

前にデータを取りました３Ｄ計測を基にした土地建物が残ってい

たものの調査報告にあります。こちらにつきましては波多野先生

と鈴木淳先生にご寄稿いただきましてどうもありがとうございま

した。 
もう一つですが、こちらが陸軍板橋火薬製造場跡調査報告書で

して、これまで調査をしてきた内容、主に発掘調査を行ったもの

や３次元測量調査、あとは敷地内の植栽調査、建物の耐震構造調

査、あとは資料調査を行った分を、昨年度分まで行った調査につ
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いての概要版をまとめたものということになりますので、そちら

をご参照いただければというふうに思います。 

事務局（品田） 最後に次回会議の調整をさせていただきたいと思います。候補

日が９月３０日、１０月４日、１０月７日、１０月８日なのです

が、先生方のご予定はいかがでしょうか。  
すいません。ちょっとお出でいただけない先生もいらっしゃる

かと思うのですが、１０月７日の午前１０時から、場所をこれか

らセッティングさせていただきますので、皆さんにご連絡をさせ

ていただきます。 
当日またＺＯＯＭも用意しますので、もしＺＯＯＭでないと参

加できないという方でも、ご参加いただければと思いますので、

どうぞよろしくお願いしたいと思います。  

文化庁小野調査官 文化庁小野でございます。長い時間にわたりまして活発なご議

論をいただきましてどうもありがとうございます。  
今後、史跡陸軍板橋火薬製造所跡の保存と活用そして具体的な

整備計画が令和１１年まで一つのめどを目指されて邁進していか

れるというところで、かなり課題と決めていかなければいけない

こと、これから本当に目白押しになっていく局面になってきてい

るかと存じます。ぜひ今後も活発なご議論の中で、一つの帰結点

を目指していただきたいと思います。  
整備はあくまでもベストではなく、ベターの積み重ねだという

ふうに思っております。現時点で考えられる皆さんがご議論を重

ねていただいて、ベターであるものを選択していただいた上で、

将来に適切な形でバトンを引き継ぐことができるような、そうい

ったような整備内容にしていただけますようお願いをいたしま

す。 

個別の事業、そして補助事業につきましては、今後も東京都、

そして板橋区の事務局の皆様と文化庁、密に協議を重ねていきま

して遅滞なく、そして前向きに執行ができるように努めて参りた

いと思います。 
引き続き先生方のご指導どうぞよろしくお願いいたします。以

上で私からのコメントとさせていただきます。 

波多野委員長 よろしくお願いします。 
どうもありがとうございました。  

 


